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日
弁
連
は
、
2
0
1
5
年
11
月
16
日
、

弁
護
士
会
館
2
階
講
堂
「
ク
レ
オ
」
に

お
い
て
、
第
8
回
目
と
な
る
「
死
刑
廃

止
を
考
え
る
日
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
笹
倉
香
奈
甲
南
大
学
法
学
部

准
教
授
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は

2
0
1
4
年
に
は
死
刑
判
決
は
72（
最

多
は
1
9
9
6
年
の
3
1
5
）、
執
行

数
も
35
（
最
多
は
1
9
9
8
年
の
98
）

へ
と
減
少
し
た
こ
と
、
ま
た
死
刑
廃
止

州
は
50
州
の
う
ち
19
州
と
な
り
、
死
刑

存
置
州
の
う
ち
4
州
で
は
知
事
が
死
刑

執
行
停
止
を
宣
言
し
て
い
る
た
め
約
半

数
の
23
州
で
死
刑
が
廃
止
な
い
し
は
執

行
停
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
要
因
は
、

え
ん
罪
、
コ
ス
ト
論
、
終
身
刑
の
代
替

刑
化
、
薬
物
注
射
に
よ
る
執
行
の
失
敗

等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
伝
統
的
な
人
権

問
題
や
道
義
的
問
題
点
よ
り
も
、
現
実

的
・
実
証
的
な
廃
止
理
由
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
死
刑
存
置
派
に
も
一
定
の
理

解
が
得
ら
れ
、
こ
れ
が
死
刑
制
度
の
衰

退
に
結
び
付
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。

　「
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件
」
の
弁
護

団
の
一
人
で
あ
る
小
林
修
委
員
長
代
行

兼
副
委
員
長
（
愛
知
県
）
か
ら
、
再
審

請
求
人
奥
西
勝
氏
が
2
0
1
5
年
10
月

4
日
、
八
王
子
医
療
刑
務
所
で
肺
炎
の

た
め
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
、
享
年
89
歳

で
あ
っ
た
が
、
死
刑
判
決
か
ら
46
年
、

死
刑
確
定
か
ら
43
年
た
っ
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

奥
西
氏
は
な
ぜ
獄
中
で
亡
く
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
問
題
点
と

し
て
、
①
同
事
件
で
は
「
疑
わ
し
き
は

被
告
人
の
利
益
に
」
の
鉄
則
を
多
く
の

裁
判
官
が
守
ら
な
か
っ
た
、
②
日
本
の

刑
事
司
法
制
度
（
自
白
強
要
、
代
用
監

獄
、
証
拠
隠
し
、
検
察
官
上
訴
等
）
の

弊
害
、
③
死
刑
制
度
が
挙
げ
ら
れ
「
死

刑
制
度
が
な
け
れ
ば
奥
西
氏
は
こ
ん
な

に
苦
し
む
こ
と
な
く
、
早
期
の
解
決
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
報
告
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

　
杉
浦
正
健
顧
問
（
第
一
東
京
）・
元

法
務
大
臣
（
自
民
党
小
泉
内
閣
当
時
の

法
務
大
臣
。
死
刑
の
執
行
を
行
わ
な

か
っ
た
。）
か
ら
、
大
臣
に
な
っ
て
死

刑
の
執
行
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に

な
っ
た
時
に
初
め
て
真
剣
に
考
え
、
真

剣
に
向
き
合
っ
た
ら
執
行
命
令
を
出
せ

な
か
っ
た
、
日
弁
連
死
刑
廃
止
検
討
委

員
会
の
顧
問
と
な
り
、
韓
国
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
テ
キ
サ
ス
州
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
調
査
を

行
っ
た
が
、死
刑
廃
止
に
つ
い
て
は「
確

信
犯
」
に
な
っ
た
、
死
刑
の
代
わ
り
に
、

死
刑
に
値
す
る
よ
う
な
重
大
な
罪
を
犯

し
た
人
に
つ
い
て
終
身
刑
が
考
え
ら
れ

る
が
、
ど
う
い
う
終
身
刑
が
良
い
の
か
、

諸
外
国
に
は
い
ろ
い
ろ
制
度
が
あ
る
た

め
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
政
府

与
党
の
中
に
も
刑
罰
諸
問
題
に
つ
い
て

検
討
す
る
動
き
が
あ
る
と
の
発
言
が
あ

り
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
平
岡
秀
夫
顧
問
（
第
一
東

京
）・
元
法
務
大
臣
（
民
主
党
野
田
内

閣
当
時
の
法
務
大
臣
。
死
刑
の
執
行
を

行
わ
な
か
っ
た
。）
か
ら
は
、
民
主
党

は
政
策
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
「
死
刑
存
廃

に
つ
い
て
国
民
的
議
論
を
す
る
」
と
書

き
国
民
的
議
論
を
行
う
こ
と
を
試
み
た

が
国
民
的
議
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、

法
務
大
臣
と
し
て
死
刑
を
執
行
す
る
こ

と
を
促
さ
れ
た
が
執
行
に
踏
み
切
れ
な

か
っ
た
、
国
民
的
議
論
を
行
う
た
め
に

法
務
省
に
「
有
識
者
懇
談
会
」
を
開
設

し
よ
う
と
準
備
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
、

突
然
、
総
理
か
ら
、
内
閣
改
造
で
退
任

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
、
死
刑
制
度

の
廃
止
は
一
法
務
大
臣
が
出
来
る
こ
と

で
は
な
く
、
国
の
ト
ッ
プ
が
決
断
し
て

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い

問
題
だ
、
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
小
川
原
（
第
二
東
京
）
か
ら
、

2
0
1
4
年
に
実
施
さ
れ
た
政
府
の
世

論
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ア

で
は
「
国
民
の
約
8
割
が
死
刑
を
容

認
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
「
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
将
来
的
に

は
、
死
刑
を
廃
止
し
て
も
よ
い
」
と
回

答
し
た
人
が
4
割
も
含
ま
れ
て
い
る
、

仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
が
導
入
さ
れ
る

な
ら
ば
、「
死
刑
を
廃
止
し
な
い
方
が

よ
い
」
51
・
5
％
、「
死
刑
を
廃
止
す

る
方
が
よ
い
」
37
・
7
％
と
な
る
、
死

刑
廃
止
に
つ
い
て
国
民
全
体
で
議
論
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
マ
ス
コ
ミ
が
も
っ
と
死
刑
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
、
死

刑
執
行
の
現
場
に
立
ち
会
っ
て
、
残
虐

か
否
か
国
民
に
問
う
て
ほ
し
い
と
の
発

言
を
し
ま
し
た
。

　
加
毛
修
委
員
長
（
第
一
東
京
）
よ
り
、

「
死
刑
廃
止
の
全
社
会
的
議
論
を
呼
び

か
け
て
い
る
中
で
、
内
外
を
問
わ
ず
、

『
ど
う
し
て
日
弁
連
は
死
刑
廃
止
の
宣

言
が
で
き
な
い
の
か
』、『
日
弁
連
が
先

頭
に
立
っ
て
死
刑
廃
止
を
め
ざ
す
こ
と

を
宣
言
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
に

行
動
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
』
等
の

指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
死
刑

の
な
い
社
会
が
望
ま
し
い
こ
と
を
見
据

え
、
2
0
1
1
年
の
第
54
回
人
権
擁
護

大
会
の
宣
言
を
さ
ら
に
進
め
、
来
年
の

人
権
擁
護
大
会
に
お
い
て
は
、
刑
罰
制

度
全
体
に
関
す
る
改
革
の
議
論
を
考
え

る
な
か
で
、
死
刑
廃
止
に
つ
い
て
の
議

論
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
日
弁
連
が
世

間
を
リ
ー
ド
す
る
形
で
そ
の
改
革
実
現

に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
動
提
起
を
考
え

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
発
言
が

あ
り
ま
し
た
。

講
演

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
死
刑
制
度
」

特
別
報
告

「
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件
」に
つ
い
て

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
法
務
大
臣
経
験
者
と
考
え
る

日
本
の
死
刑
制
度
」

最
後
に

　
本
年
10
月
6
日
に
福
井
県
福
井
市
で

開
催
さ
れ
る
人
権
擁
護
大
会
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
第
三
分
科
会
が
ザ
・
グ
ラ
ン
ユ

ア
ー
ズ
福
井
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
テ
ー
マ
は
「
死
刑
廃
止
と

拘
禁
刑
の
改
革
を
考
え
る

　
～
寛
容
と

共
生
の
社
会
を
め
ざ
し
て
～
」
に
決
定

し
ま
し
た
。

　
1
9
8
0
年
代
の
、
死
刑
確
定
者
が

再
審
無
罪
と
な
っ
た
4
事
件
や
、
2

 
0

 

1
4
年
の
袴
田
事
件
再
審
開
始
決
定
は
、

誤
判
・
え
ん
罪
に
よ
り
か
け
が
え
の
な

い
命
が
奪
わ
れ
か
ね
な
い
現
実
を
つ
き

つ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
裁
判
員
裁
判
で

の
死
刑
判
決
が
上
級
審
で
覆
っ
た
例
が

3
件
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
量
刑
不

当
の
ま
ま
誤
っ
て
命
が
奪
わ
れ
る
可
能

性
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
死
刑
え
ん
罪
の
危
険
性
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
制
度
は
存

置
さ
れ
、
死
刑
は
執
行
さ
れ
続
け
て
い

る
の
で
す
。

　
2
0
1
1
年
10
月
に
高
松
で
開
催
さ

れ
た
第
54
回
人
権
擁
護
大
会
の
決
議
に

お
い
て
「
死
刑
の
な
い
社
会
が
望
ま
し

い
こ
と
を
見
据
え
て
、
全
社
会
的
議
論

を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」

と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
日
弁
連
死
刑
執
行
停
止
法

制
定
等
提
言
・
決
議
実
現
委
員
会
を
死

刑
廃
止
検
討
委
員
会
と
改
組
し
、
各
弁

護
士
会
か
ら
委
員
を
募
る
な
ど
し
て
、

各
地
で
死
刑
制
度
を
考
え
る
イ
ベ
ン
ト

等
を
多
数
開
催
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
こ
の
分

科
会
に
お
い
て
は
、
刑
罰
制
度
全
体
に

関
す
る
改
革
の
議
論
を
考
え
る
な
か
で
、

死
刑
廃
止
に
つ
い
て
の
議
論
を
さ
ら
に

深
化
さ
せ
、
日
弁
連
が
世
間
を
リ
ー
ド

す
る
形
で
そ
の
改
革
実
現
に
つ
な
が
る

よ
う
な
行
動
提
起
を
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
東
京
に
お
い
て
死
刑
制
度
に
関
す
る

世
論
調
査
を
テ
ー
マ
に
プ
レ
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
（
2
0
1
6
年
4
月
11
日

（
月
）
午
後
6
時
～
午
後
8
時
・
弁
護

士
会
館
2
階
講
堂
「
ク
レ
オ
」・
入
場

無
料
・
事
前
申
込
不
要
）
し
ま
す
が
、

是
非
、全
国
の
弁
護
士
会
で
も
、プ
レ
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。例
え
ば
、「
受

刑
者
の
現
状
を
考
え
る
～
更
生
を
妨
げ

る
犯
罪
化
と
囚
人
化
の
問
題
～
」、「
憲

法
か
ら
死
刑
を
考
え
る
」
な
ど
を
テ
ー

マ
に
、
実
施
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
開
催
を
お
考
え
の
際
に
は
、

一
緒
に
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
御
相
談
く
だ
さ
い
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
は
、海
外
か
ら

ゲ
ス
ト
を
お
招
き
し
、世
界
の
刑
事
司

法
や
死
刑
廃
止
の
大
き
な
潮
流
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
く
予
定
で
す
。ま
た
、死

刑
を
廃
止
し
先
進
的
な
刑
事
司
法
制
度

を
導
入
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
調
査

を
行
い
、御
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。更
に
、死
刑
廃
止
に
つ
い
て
悩
み

考
え
て
い
る
様
々
な
立
場
の
方
か
ら
御

発
言
を
い
た
だ
き
、議
論
を
深
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。当
日
は
、多

く
の
会
員
に
御
参
加
い
た
だ
き
た
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
向
け
て

プ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

の
お
願
い

今
後
に
つ
い
て
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2
0
1
6
年
1
月
16
日
、
せ
ん
だ

い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
に
お
い
て
、
映

画
「
B
O
X
袴
田
事
件

　
命
と
は
」

の
上
映
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の

映
画
上
映
会
は
、仙
台
弁
護
士
会（
人

権
委
員
会
）
が
主
催
、
日
弁
連
・
東

北
弁
護
士
会
連
合
会
が
共
催
し
、
純

粋
に
映
画
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
と
い

う
思
い
と
と
も
に
、
死
刑
制
度
や
え

ん
罪
と
い
う
司
法
的
問
題
に
つ
い
て

多
く
の
人
た
ち
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
う
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
考
え
て

開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
。
当
日
は

悪
天
候
の
中
、
午
後
に
2
回
に
分
け

て
上
映
し
、
合
計
90
名
の
参
加
者
が

あ
り
ま
し
た
。

　
同
映
画
は
、
再
審
開
始
決
定
が
出

る
前
の
平
成
21
年
5
月
に
公
開
さ
れ

ま
し
た
。
映
画
の
中
で
は
、
連
日
に

渡
る
過
酷
な
取
調
べ
の
中
で
虚
偽
の

自
白
を
し
て
し
ま
う
過
程
や
無
罪
を

信
じ
な
が
ら
合
議
体
の
多
数
決
に
よ

り
有
罪
の
判
決
文
を
書
か
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
裁
判
官
の
苦
悩
、
そ
の
後

の
裁
判
官
の
生
き
様
が
生
々
し
く
描

か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回

収
率
も
非
常
に
良
く
、
そ
の
中
の
感

想
に
は
、「
大
変
重
い
内
容
だ
が
貴

重
な
体
験
で
あ
っ
た
。」「
死
刑
に
つ

い
て
の
是
非
は
判
断
つ
か
な
い
が
、

え
ん
罪
が
無
く
な
る
よ
う
な
制
度
、

終
身
刑
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
る
べ

き
と
思
う
。」
と
い
っ
た
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。

　
仙
台
弁
護
士
会
で
の
、
こ
の
よ
う

な
映
画
上
映
会
は
今
回
で
3
回
目
で
、

今
後
、
さ
ら
に
回
数
を
重
ね
、
市
民

の
間
へ
の
死
刑
制
度
に
つ
い
て
の
認

識
が
広
が
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
2
0
1
6
年
2
月
6
日
、
京
都
商

工
会
議
所
講
堂
に
お
い
て
、
7
回
目

の
「
死
刑
を
考
え
る
日
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
本
年
度
は
、
合
唱
団
を
結

成
し
、
歌
の
力
で
奇
跡
を
起
こ
し
て

い
く
女
性
受
刑
者
た
ち
の
姿
を
描
い

た
韓
国
映
画
「
ハ
ー
モ
ニ
ー

　
心
を

つ
な
ぐ
歌
」
を
上
映
し
た
後
、
い
ず

れ
も
元
法
務
大
臣
で
、
現
在
は
日
弁

連
死
刑
廃
止
検
討
委
員
会
の
顧
問
を

さ
れ
て
い
る
杉
浦
正
健
会
員
（
第
一

東
京
）、
平
岡
秀
夫
会
員
（
第
一
東

京
）
に
、
法
務
大
臣
時
代
の
体
験
や

死
刑
制
度
の
問
題
点
、
死
刑
に
つ
い

て
の
社
会
的
議
論
の
重
要
性
等
を
熱

く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

2
0
0
名
を
超
え
る
市
民
が
集
ま
り
、

ま
た
、
地
元
紙
に
も
大
き
く
報
道
さ

れ
る
等
、
今
年
度
も
成
功
裏
に
終
了

し
ま
し
た
。

　
2
0
1
6
年
2
月
12
日
、
弁
護
士

会
館
2
階
講
堂
「
ク
レ
オ
」
で
東
京

弁
護
士
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
終
身
刑
の
導
入
に
つ
い
て
考
え
よ

う
～
死
刑
制
度
も
含
め
、
日
本
の
刑

罰
の
在
り
様
に
向
き
合
お
う
～
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
冒
頭
、
龍
谷
大

学
法
務
研
究
科
教
授
で
あ
る
石
塚
伸

一
会
員
（
第
二
東
京
）
が
、
2

 

0

 

1

 

4
年
末
に
実
施
さ
れ
た
内
閣
府
の
世

論
調
査
に
つ
い
て
、
死
刑
廃
止
は

10
％
弱
で
、
死
刑
存
置
は
約
80
％
だ

が
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
が
導
入

さ
れ
る
な
ら
ば
「
死
刑
を
廃
止
す
る

方
が
よ
い
」
が
37
・
7
％
で
あ
っ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

仮
釈
放
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
と
仮

釈
放
の
あ
る
相
対
的
終
身
刑
の
区
別

と
諸
外
国
の
例
、
容
易
に
仮
釈
放
が

認
め
ら
れ
ず
我
が
国
の
無
期
懲
役
刑

が
終
身
刑
化
し
て
い
る
と
い
う
現
状

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
そ

の
上
で
長
期
受
刑
者
の
動
的
処
遇

（
行
刑
の
社
会
化
と
い
う
新
た
な
処

遇
モ
デ
ル
）
が
必
要
な
こ
と
、
死
刑

と
無
期
懲
役
刑
の
間
に
中
間
刑
と
し

て
終
身
刑
の
導
入
を
考
え
て
い
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
講
演
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
の
後
、
石
塚
教
授
も
加

わ
っ
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の

元
法
務
省
保
護
局
長
・
現
更
生
保
護

法
人
「
更
新
会
」
理
事
長
古
畑
恒
雄

会
員
（
第
一
東
京
）
が
、
法
務
省
保

護
局
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
際
の
経

験
に
基
づ
い
て
、
死
刑
を
廃
止
す
べ

き
で
あ
っ
て
絶
対
的
終
身
刑
も
反
対

で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
同
じ
く
パ
ネ
リ
ス
ト
の

青
山
学
院
大
学
法
務
研
究
科
教
授
新

倉
修
会
員
（
東
京
）
及
び
同
堀
敏
明

会
員
（
東
京
）
も
、
死
刑
は
廃
止
す

べ
き
で
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
も
絶

対
的
終
身
刑
の
導
入
に
は
反
対
で
あ

る
と
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
69
名
の
市
民
が
集
ま
り
、

会
場
か
ら
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
対
す
る

質
問
と
意
見
も
出
さ
れ
、
成
功
裏
に

終
了
し
ま
し
た
。

　
2
0
1
6
年
3
月
4
日
、
札
幌
弁

護
士
会
館
に
お
い
て
、「『
望
む
の
は

死
刑
で
す
か
～
考
え
悩
む
“
世
論
”』

の
上
映
及
び
死
刑
廃
止
に
つ
い
て
市

民
と
共
に
考
え
る
会
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
映
画
を
上
映
し
た
後
は
、
清
水
が

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
長
塚
洋
監
督

と
札
幌
弁
護
士
会
死
刑
廃
止
検
討
委

員
会
副
委
員
長
本
多
良
平
会
員
と
同

長
坂
貴
之
会
員
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
な

り
、
被
害
者
（
遺
族
）
感
情
、
え
ん

罪
、
国
民
世
論
を
中
心
と
し
て
、
死

刑
制
度
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
、
審
議
型
世
論

調
査
を
テ
ー
マ
と
し
て
製
作
さ
れ
た

映
画
か
ら
論
点
を
摘
出
し
、
札
幌
弁

護
士
会
死
刑
廃
止
検
討
委
員
会
の
委

員
が
、
当
日
配
布
し
た
同
委
員
会
作

成
の
市
民
向
け
簡
易
版
小
冊
子
を
も

と
に
、
死
刑
存
置
論
、
廃
止
論
双
方

の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を

解
説
し
、
そ
の
後
、
意
見
交
換
す
る

と
い
う
方
法
で
進
め
ま
し
た
。
長
塚

洋
監
督
か
ら
は
、
被
害
者
感
情
は
時

間
の
経
過
と
共
に
変
化
す
る
も
の
で

あ
り
、
必
ず
し
も
報
復
感
情
の
み
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
、
被
害
者
感
情
が
死
刑
で
癒

や
さ
れ
る
の
か
疑
問
が
あ
る
な
ど
、

修
復
的
司
法
の
観
点
も
踏
ま
え
た
問

題
提
起
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

弁
護
士
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
は
、「
え

ん
罪
と
死
刑
」
の
論
点
と
の
関
係
で
、

死
刑
が
他
の
刑
罰
と
質
的
に
異
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
死
刑
求

刑
事
件
は
、
特
別
な
手
続
で
慎
重
に

審
理
す
べ
き
と
の
理
解
に
至
る
の
で

は
な
い
か
と
し
て
、
死
刑
存
置
論
、

廃
止
論
の
対
立
を
超
え
た
、
共
通
理

解
の
可
能
性
を
模
索
す
る
指
摘
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　
集
会
に
は
、
70
名
を
超
え
る
市
民

が
参
加
し
、
会
場
か
ら
も
多
く
の
質

問
が
寄
せ
ら
れ
、
積
極
的
に
意
見
交

換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
集
会
の
最
後

に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
も

多
く
の
参
加
者
が
協
力
し
、
市
民
の

死
刑
制
度
に
関
す
る
関
心
の
高
さ
を

示
す
充
実
し
た
集
会
と
な
り
ま
し
た
。

　死刑廃止について多くの市民の方と一緒に考える機会を設けたり、会員間で誤判・えん罪及び死刑制度に関する問題点を共有するため、2016年3月、日弁
連から弁護士会に対して、シンポジウムや勉強会の開催等を要請しました。必要に応じて講師を当委員会から派遣します。2015年度のシンポジウム「死刑
廃止を考える日」や勉強会の開催状況は表のとおりです。今回は、仙台、京都、東京、札幌で行われた「死刑廃止を考える日」について御紹介します。

弁護士会の活動紹介
「死刑廃止を考える日」
「誤判・えん罪及び死刑制度に関する勉強会」

　2016年3月25日、大阪拘置所及び福
岡拘置所において、各1名に対して死
刑が執行されました。岩城法務大臣に
よる、2015年12月18日の2名に続く2
回目の死刑執行であり、極めて遺憾な
事態です。
　日弁連は、執行当日、直ちに「死刑
執行に強く抗議し、改めて死刑執行を
停止し、死刑制度の廃止についての全
社会的議論を求める会長声明」を発表
し、岩城法務大臣宛て提出しました。
会長声明は、日弁連のホームページに
て御覧いただけます。
　また、各地の弁護士会も会長声明を
発表しています。

映
画「
B
O
X
袴
田
事
件

命
と
は
」上
映
会
開
催

「
死
刑
を
考
え
る
日
」の
開
催

仙
台
弁
護
士
会

京
都
弁
護
士
会

委
員
　
宇
部
　
雄
介

「
終
身
刑
の
導
入
に
つ
い
て

考
え
よ
う
」の
開
催

東
京
弁
護
士
会

副
委
員
長
　
堀
　
和
幸

副
委
員
長
　
中
村
　
治
郎

「『
望
む
の
は
死
刑
で
す
か
～
考
え

悩
む“
世
論
”』の
上
映
及
び
死
刑

廃
止
に
つ
い
て
市
民
と
共
に
考
え

る
会
」の
開
催

札
幌
弁
護
士
会

委
員
　
清
水
　
彰

岩城法務大臣による
死刑執行

死刑廃止を考える日開催状況（開催日順） 

鳥取県弁護士会・中国弁護士会連合会 2015年7月4日（土）

宮崎県弁護士会・九州弁護士会連合会 2015年8月1日（土）

横浜弁護士会 2015年10月24日（土）

広島弁護士会・中国弁護士会連合会 2015年10月31日（土）

鹿児島県弁護士会・九州弁護士会連合会 2015年11月14日（土）

日本弁護士連合会 2015年11月16日（月）

熊本県弁護士会 2015年11月28日（土）

愛知県弁護士会 2015年12月5日（土）

仙台弁護士会 2016年1月16日（土）

京都弁護士会 2016年2月6日（土）

東京弁護士会 2016年2月12日（金）

札幌弁護士会 2016年3月4日（金）

大阪弁護士会 2016年3月26日（土）

誤判・えん罪及び死刑制度に関する勉強会開催状況（開催日順）

富山県弁護士会 2015年4月10日（金）

鳥取県弁護士会 2015年5月16日（土）

香川県弁護士会 2015年10月9日（金）

旭川弁護士会 2015年10月16日（金）

岡山弁護士会 2016年2月19日（金）

金沢弁護士会 2016年3月25日（金）

徳島弁護士会 2016年3月25日（金）
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